
　新型コロナウイルスワクチン接種の早期実施に向けて準備をしています。詳細や今後の接種に関わる情報
は、随時町ホームページや接種券の郵送などでお知らせします。
　接種費用は無料（全額公費負担）です。接種は強制ではなく、任意です。ワクチン接種は、効果や副反応
について十分に理解した上で、接種に同意する場合に限り行われます。
※持病がある場合は必ずかかりつけ医師とご相談の上、接種してください。
※以下の内容は、政府の方針や医師会との調整により変更になる場合があります。

　町に住民登録がある65歳以上の人（昭和32年4月1日以前に生まれた人）を対象に。4月中旬から接種券
や予診票を送付します。64歳以下の人については、ワクチンの流通状況により決定していきます。
※予防接種には接種券が必要です。接種券は無くさないようにしてください。

※持病がある場合は、かかりつけ医で接種することができます。かかりつけ医に新型コロナワクチン接種を実施するか
ご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン接種について

現在、国が認可しているファイザー社のワクチンは、原則３週間の間隔を空けて、2回接種します。

現在医師会と調整中です。決まり次第、町ホームページ、広報、接種券送付時の案内などでお知らせします。

個別接種（医療機関）と集団接種（町保健センター）を予定しています。

接種場所や接種券などについて（土・日・祝日も対応可能）
町コールセンター
　　☎050－5445-3744 （9:00～19:00）

問い合わせ先

問い合わせ先：健康子育て課 健康づくり室　☎54-7744（直通）

電話での相談が難しい場合
FAXでの相談も受け付けています。
県　相談先　　  027-223-7950

厚生労働省
新型コロナウイルス関連およびワクチンに
ついての聴覚障害者相談窓口
　　　　　　　  03-3595-2756

FAX

FAX

接種券の郵送

回　数

日　程

場　所

予約方法

対　　象 3 月 4 月 ５ 月 ６ 月

医療従事者

６５歳以上の人

16歳以上
64歳以下の人

接　種

未定（随時お知らせします）

接種券発送・接種予定

ワクチン接種により、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できることが期待されていますが、他の人
への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。ワクチンを受けた人も受けていない人も、共
に社会生活を営んでいくために、ワクチン接種後も引き続き感染予防対策をお願いします。

ワクチンや接種について（土・日・祝日も対応可能）
県　ぐんまコロナウイルスワクチンダイヤル
　　☎0570-783-910 （24時間対応）
厚生労働省
新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　　☎0120-76-1770 （9:00～21:00）

コールセンターなどで受け付け予定です。予約開始日は、対象者によって異なります。
決まり次第、町ホームページ、広報、接種券送付時の案内などでお知らせします。
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